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Ⅰ 障害者活躍推進計画策定にあたって 

 

 

１ 策定趣旨 

 

○ 本市においては、令和元年６月１日現在、法定雇用率を達成しているところであ

りますが、今後、職員の退職等に伴い、法定雇用者数の不足が生じる可能性もあり

ます。 

 

○ また、令和元年６月には、障害者雇用促進法の改正により、国及び地方公共団体

が率先して障がい者を雇用する責務が明示されるとともに、厚生労働大臣が作成す

る指針に即して、「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組

に関する計画（以下「障害者活躍推進計画」という。）」を作成することとされま

した。 

 

○ 障がい者の活躍とは、「障がい特性や個性に応じて能力を有効に発揮できること」

であり、全ての障がいのある職員が活躍できるよう、市役所全体を挙げて取り組ん

でいくことが重要です。 

 

○ 障がい者雇用に関する課題としては、人材確保や受け入れ体制の整備のノウハウ

の不足が挙げられ、今後、採用する障がい者である職員の活躍のためには、更なる

体制整備や各種取組が必要であるため、このたび、「障害者活躍推進計画」を策定

しました。 

 

○ 本計画のもと、障がいのある職員を含む全ての職員が働きやすい職場づくりに向

けて、しっかりと取り組んでまいります。 

 

 

２ 策定主体 

 

○ 障がい者の活躍推進に向けた取組を推進するため、任命権者（議会事務局長）が

計画を策定します。 
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３ 計画期間 

 

○ 令和２年度から令和４年度までの３年間を計画期間とします。 

○ なお、計画期間内においても、毎年度、取組状況等を把握・検証し、必要に応じ

て計画の見直しを行います。 

 

 

４ 周知・公表 

 

○ 策定又は改定を行った計画は、庁内イントラネットへの掲載等により、全ての職

員に対して周知するとともに、市のホームページに掲載するなど、適切な方法で公

表します。 

 ○ また、数値目標の達成状況及び計画に掲げる取組の実施状況等についても、毎年度、

周知・公表します。  
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Ⅱ 本市における障がい者雇用等の目標 

 

 

障がい者採用・定着に関する目標 

 

 山陽小野田市議会事務局においては、職員総数が７人程度の小規模な機関であり、職員

は市長部局からの出向職員で構成されているため、これまで障がい者に限定した独自の募

集・採用は行っていません。 

また、障がい者が在籍したこともないため、組織的な体制整備、目標の設定は特段行

っておりませんでしたが、このたび、計画の策定にあたり、次のような目標を設定します。 

 

 

  ①採用に関する目標  障がい者雇用の促進に関する理解を促進するため、研修やセ

ミナーを毎年１名以上受講させる 

            

 

  ②定着に関する目標  なし 

              ※今後、障がい者である職員の定着状況データを把握予定 
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Ⅲ 障がい者の活躍推進に向けた取組 

 

 

１ 推進体制の整備 

 

基本的な考え方 

○ 障がい者の活躍推進に向けた取組を持続的・継続的に進めていくためには、推進

体制をしっかりと整備し、計画策定から取組の推進・見直しについて、ＰＤＣＡサ

イクルを確立する必要があります。 

○ また、障がいのある職員や職場の管理監督者等が相談できる体制を整えるととも

に、全ての職員の障がい理解を深めていくことが重要です。 

  

取組内容 

 （１）組織面 

「障害者雇用推進者」の選任 

  各任命権者において、管理担当課長等を「障害者雇用推進者」として選

任します（令和元年９月６日に選任済み）。 

 （２）相談先の確保等 

相談窓口の設置 

障がい者である職員が配置された場合、相談窓口を設置し、庁内イント

ラネットへの掲載等により周知します。 

（３）人材面 

職員に対し、障がい者に関する理解促進・啓発のため、「あいサポータ

ー研修」や外部の専門機関が実施する研修等を広く受講させます。 

 

 

２ 職務の選定・マッチング等 

 

基本的な考え方 

○ 障がいのある職員の活躍を推進していくためには、職員一人ひとりの障がい特性

や能力、希望等を十分把握し、総合的に検討して業務との適切なマッチングを図っ

ていくことが重要です。 
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取組内容 

   

相談窓口の設置 

障がい者である職員から相談があった場合には、担当部署、労働局等に

相談しつつ、負担なく遂行できる職務の選定及び創出について検討しま

す。 

 

 

３ 職場環境の整備 

 

基本的な考え方 

 ○ 障がいのある職員が安心して働ける環境を整え、能力・意欲を最大限発揮していく

ためには、施設や就労支援機器等の整備のほか、管理監督者による障がい特性等の

把握を通じた合理的配慮の提供を行う必要があります。 

 

取組内容 

 

 管理監督者との面談の実施 

所属の管理監督者による定期的な面談等を通じて、障がい者一人ひとり

の障がい特性や能力、希望等を把握し、働きやすい職場環境の整備に向け

て、必要な配慮等を把握し、継続的に必要な措置を講じます。 

なお、措置を講じるに当たっては、障がい者からの要望を踏まえつつ

も、過重な負担にならない範囲で適切に実施します。 

 

 

４ 優先調達等 

 

基本的な考え方 

 ○ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（以下「優

先調達推進法」という。）等を踏まえ、市役所で直接雇用するだけでなく、企業等

における障がい者の活躍の場の拡大に向けた取組を推進することが重要です。 

 

取組内容 

 

障がい者就労施設等への発注等 

担当部署と連携し、優先調達推進法等に基づく障がい者就労施設等への

発注等を通じて、障がい者の活躍の場の拡大を推進できるように、適切な

支援、配慮に努めます。 



6 

 

 


